
証券コード　2666

2021年６月10日

株 主 各 位
千 葉 市 稲 毛 区 宮 野 木 町 1 8 5 0 番 地

株 式 会 社 　 オ ー ト ウ ェ ー ブ
代表取締役社長 廣 岡 　 大 介

第32回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第32回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご案内申し上げます。

　なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）により議決権を行使す

ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検

討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いた

だき、2021年６月24日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送

くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 2021年６月25日（金曜日）午前10時00分

２．場 所 千葉市中央区中央１丁目11番１号

 三井ガーデンホテル千葉　４階　天平

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第32期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

２．第32期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

　　計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役４名選任の件

第４号議案 監査役１名選任の件

以　上

　◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提

出くださいますようお願い申し上げます。
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◎事業報告、計算書類及び連結計算書類、株主総会参考書類に修正が生じた場
合には、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.auto-
wave.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎次の事項は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の
当社ウェブサイト（https://www.auto-wave.co.jp/）に掲載しておりますの
で、本通知書には記載しておりません。なお、本通知書の提供書面は、監査
報告及び会計監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をし
た対象の一部であります。

　　①連結計算書類の連結注記表　②計算書類の個別注記表

◎総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承
いただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

　新型コロナウイルスによる感染拡大に鑑み、株主総会へのご出席をご検討さ
れている株主さまにおかれましては、株主総会開催日時点の流行状況や、ご自
身の健康状態をお確かめのうえ、マスク着用などの感染防止に 大限ご配慮い
ただきますようお願い申し上げます。（マスクをご着用いただけない場合は、
会場へのご入場をご遠慮いただく場合がございます。）
　株主総会の議決権行使は、ご来場いただかなくても議決権行使書の郵送によ
る方法もございますので、そちらのご利用も併せてご検討ください。感染予防
の観点から議決権行使は、ご来場いただかずに行使いただき、当日のご来場は
お控えいただきますようご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。
　株主総会会場において、感染防止のための措置といたしまして、会場内にア
ルコール消毒液の設置や、役員・運営スタッフは、検温を含め、体調を確認の
うえマスク着用での対応をさせていただきます。何卒ご理解賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。
　なお、今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合には、
当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）におけるわ

が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う緊急事態宣言が

発出されたことを機に、不要不急の外出自粛や休業要請等により、企業活

動や個人消費が著しく制限され、景気は急速に悪化し、先行きは不透明な

状況となりました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を

講じつつ経済活動が再開されておりましたが、変異ウイルスによる新型コ

ロナウイルス感染症が拡大してきており、収束時期については不透明なこ

とから、依然として予断を許さない状況が続いております。

　このような環境の中、当社グループは、お客様と店舗スタッフの安全を

第一に考え、新型コロナウイルス感染症拡大の予防措置を講じながら、顧

客サービスの向上に努めてまいりました。安定的な収益確保による企業価

値の向上を図るべく、「中期経営計画」を実行し、経営基盤の強化に取り

組んでおります。

　新規顧客の獲得と更なる顧客満足度の向上にあたっては、４月にコイン

ランドリー１号店となる「Wash Wave（ウォッシュウェーブ）」を宮野木店

敷地内へオープンしました。また、10月に｢つり具のブンブン｣をテナント

として柏沼南店敷地内へ誘致しました。３月には業務スーパー２店舗目と

なる「業務スーパー富里店」を富里店敷地内へオープンし、同店内へ「100

円ショップのワッツ（Watts）」をテナントとして誘致しました。異業種と

の店舗複合化を推進することで、新たな客層の来店促進や、土地の有効活

用による収益基盤の強化を図りました。

　また、新型コロナウイルス感染症対策として営業時間の短縮に加え、従

業員の一時帰休などの経費の抑制を行いました。新型コロナウイルス感染

症の感染長期化の影響により、著しい悪化には至っておりませんが、取引

需要そのものが減退する状況となりました。

　以上の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は7,063百万

円（前期比7.1％減）、営業利益は118百万円（前期比68.7％増）、経常利
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益は223百万円（前期比30.5％増）、税務上の繰越欠損金の解消に伴い繰延

税金資産の一部を取り崩したことなどにより、親会社株主に帰属する当期

純利益は142百万円（前期比20.2％減）となりました。１株当たり当期純利

益は9.83円となりました。また、自己資本当期純利益率（ROE）は4.3％と

なりました。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度において実施した設備投資の総額は144百万円で、その主

なものは宮野木店敷地内にオープンしたコインランドリー設備や富里店敷

地内にオープンした業務スーパーに係る設備、各店舗のピット設備等であ

ります。

③　資金調達の状況

　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分
第29期

(2018年３月期)
第30期

(2019年３月期)
第31期

(2020年３月期)
第32期

(2021年３月期)

売 上 高(百万円） 7,354 7,828 7,601 7,063

経 常 利 益(百万円） 175 58 171 223

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(百万円） 136 76 178 142

１株当たり当期純利益 (円） 9.47 5.27 12.32 9.83

総 資 産(百万円） 8,807 8,247 8,078 8,030

純 資 産(百万円） 2,954 3,029 3,207 3,348

１株当たり純資産 (円） 204.49 209.65 221.93 231.69

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

C F C  U . S . A . , I N C . 10百万円 100.0％ 自動車用品の販売事業
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(4) 対処すべき課題

カー用品業界におきましては、消費節約志向や若者のクルマ離れなど、引

き続き市場縮小傾向が続くものと思われるほか、新型コロナウイルス感染症

による影響は当面続くものと想定しております。そのような厳しい事業環境

の中、当社グループでは、経営基盤の強化に取り組んでおります。

主たる事業領域をカー用品の小売販売から、車の車検や整備を中心に顧客

を獲得していく中で、車の状態に合わせた乗り換え提案を行い、新車販売を

強化していくことで、地域のお客様全ての相談・困り事をワンストップで提

案・解決する企業集団への転換を進めます。カー用品需要の減少が続く中、

自動車関連需要の川上の新車販売を獲るために、車検を起点に顧客接点をつ

くり、川下のタイヤなどの用品販売に繋げ、カーライフ需要の生涯顧客化を

図ってまいります。

顧客サービスの向上といたしましては、多様化する顧客ニーズに応えるこ

とができるように、お客様の「不満」「不信」「不合理」等を社員ひとりひ

とりが考え、お客様の「不の解消」の為に行動をすることで、「安全」「安

心」「快適」等を提供し、更なる顧客満足度の向上を図ってまいります。

また、引き続き経費削減を徹底するとともに、在庫管理の徹底とロスの防

止、並びに、遊休スペースの有効活用を図ってまいります。

(5) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）

事 業 部 門 主 な 商 品 及 び 事 業 内 容

自動車用品販売等事業 タイヤ・カーオーディオ・車内外用品等の販売

(6) 主要な営業所（2021年３月31日現在）

①　当社の主要な事業所

本 社 千葉市稲毛区

店 舗 千葉県７店

②　子会社

C F C  U . S . A . , I N C . 本社：米国カリフォルニア州
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(7) 使用人の状況（2021年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

210(56)名 11名減 (3名増)

（注）　使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で

記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

209(56)名 11名減 (3名増) 42.4歳 10.4年

（注）　使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で

記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 729百万円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 729百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 567百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（2021年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 39,600,000株

②　発行済株式の総数 14,451,000株

③　株主数 3,823名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

廣 岡 大 介 2,156千株 14.9％

ウ ェ ー ブ 会 1,246 8.6

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 751 5.2

廣 岡 昭 彦 669 4.6

オ ー ト ウ ェ ー ブ 従 業 員 持 株 会 567 3.9

廣 岡 耕 平 489 3.4

Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 株 式 会 社 305 2.1

中 村 忠 明 260 1.8

大 津 明 240 1.7

楽 天 証 券 株 式 会 社 193 1.3

（注）持株比率は自己株式（211株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2021年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 廣 岡 大 介

取 締 役 廣 岡 勝 征 総務・人事部部長兼不動産部部長

取 締 役 宮 内 和 也 事業運営部部長兼店舗運営部部長

取 締 役 河 野 　 研

河野公認会計士事務所所長
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役
株式会社河野会計事務所代表取締役
ＮＫメディコ株式会社（現株式会
社プリメディカ）社外取締役

常 勤 監 査 役 星 野 喜 郎

監 査 役 山 﨑 眞 樹 生

仮 監 査 役 森 　 直 美 桜橘法律事務所 パートナー弁護士

（注）１．社外監査役玉井孝一氏は、2020年12月28日をもって逝去により退任いたしました。こ

れに伴い、監査役の法定員数３名を欠くこととなりましたので、会社法の規定に基づ

き、千葉地方裁判所に一時監査役の職務を行なうべき者（仮監査役）の選任の申請を行

い、2021年１月27日付で同裁判所より森直美氏が仮監査役として選任され就任しており

ます。

２．取締役河野研氏は、社外取締役であります。

３．常勤監査役星野喜郎氏及び監査役山﨑眞樹生氏、仮監査役森直美氏は、社外監査役で

あります。

４．当社は、取締役河野研氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。

５．取締役河野研氏は、公認会計士・税理士としての資格を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。

６．常勤監査役星野喜郎氏は、ＣＦＯなどの要職を歴任するなど、管理部門全般の豊富な

経験と幅広い知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもので

あります。

７．監査役山﨑眞樹生氏は、財務・総務人事等の管理部門全般の豊富な経験及び知識を有

しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

８．仮監査役森直美氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程

度の知見を有するものであります。
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②　事業年度中に退任した監査役

氏 　 　 名 退任日 退任事由
退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

玉 井 孝 一 2020年12月28日 逝去 社外監査役

③　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に

基づき、当社定款第28条第２項及び第37条第２項に定めた任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ

く損害賠償責任限度額は法令が規定する額としております。

④　取締役及び監査役の報酬等

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分
報酬等の総額
（ 百 万 円 ）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（ 名 ）基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

55
（4）

55
（4）

4
（1）

監 査 役
（うち社外監査役）

7
（7）

7
（7）

4
（4）

合 計
（うち社外役員）

63
（12）

63
（12）

8
（5）

（注）１.上記には、事業年度中に退任した監査役１名（うち社外監査役１名）及び仮監査役１名

（うち社外監査役１名）を含んでおります。

２.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ロ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役の金銭報酬の額は、1997年２月20日開催の臨時株主総会におい

て年額３億円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役

の員数は、４名（うち、社外取締役は１名）です。

　監査役の金銭報酬の額は、2000年６月27日開催の定時株主総会におい

て年額5,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監

査役の員数は、３名です。

ハ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の

報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決

議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役へ確認をし、

同意を受けております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で
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決議された決定方針と整合していることや、社外取締役からの同意を確

認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおり

です。

ａ．基本報酬に関する方針

　当社の取締役の基本報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセン

ティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、

個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とす

ることを基本方針としております。

ｂ．報酬等の付与時期や条件に関する方針

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任

年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しなが

ら、総合的に勘案して決定しております。

ｃ．報酬等の決定の委任に関する事項

　取締役会は、代表取締役廣岡大介に対し各取締役の基本報酬の額の決

定を委任しております。

ニ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会にて代表取締役

社長である廣岡大介に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委

任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬

の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し

つつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が も適している

からであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行

使されるよう、社外取締役の同意を得たうえで決定しております。

－ 11 －

会社役員の状況



⑤　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役河野研氏は、河野公認会計士事務所の所長及び株式会社ツ

バキ・ナカシマの社外取締役、株式会社河野会計事務所の代表取締役、

ＮＫメディコ株式会社（現株式会社プリメディカ）の社外取締役を兼

務しております。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はあり

ません。

・社外監査役森直美氏は、桜橘法律事務所のパートナー弁護士でありま

す。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

・社外取締役河野研氏は、当事業年度に開催された取締役会11回すべて

に出席いたしました。意思決定の妥当性・適正性を確保するための助

言および提言を行っております。

・社外監査役星野喜郎氏は、当事業年度に開催された取締役会11回すべ

てに、監査役会11回すべてに出席いたしました。取締役会において意

思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。ま

た、監査役会において適宜、必要な発言を行っております。

・社外監査役山﨑眞樹生氏は、当事業年度に開催された取締役会11回す

べてに、監査役会11回すべてに出席いたしました。取締役会において

意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

また、監査役会において適宜、必要な発言を行っております。

・社外監査役玉井孝一氏は、当事業年度に開催された取締役会及び監査

役会のうち逝去により退任するまでに開催された取締役会8回のうち7

回に、監査役会8回のうち7回に出席いたしました。取締役会において

意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

また、監査役会において適宜、必要な発言を行っております。

・社外監査役森直美氏は、就任後に開催された取締役会2回すべてに、監

査役会2回すべてに出席いたしました。取締役会において意思決定の

妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査

役会において適宜、必要な発言を行っております。
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(4) 会計監査人の状況

①　会計監査人の名称　　　　　仰星監査法人

②　報酬等の額

仰星監査法人

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

20百万円

（注）１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で

きませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を

記載しております。

２.監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見

積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会

計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いた

します。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（１）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下

のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

(1)当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保すべく、効果的な内部統制システムの構築と法令遵守体制の構築

に努める。

(2)当社の「存在意義」「経営理念」「行動指針」を定め、取締役・監査役

が遵守するとともに研修などを通し、使用人に浸透を図る。

(3)取締役会の監督機能を強化するために社外取締役を選任する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切

に保存及び管理する。

(2)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらを閲覧できるものとする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。

(2)大規模災害などが発生した場合は、社長指揮下の対策本部を設置し、迅

速な対応を行い損害の拡大を防止する体制を整えるものとする。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会を原則として月１回定時に開催するほか、適時臨時に開催する

ものとする。

(2)経営に関する重要事項については、取締役及び監査役などで構成する経

営会議を適時開催し、意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図るとと

もに、情報交換・意見交換を密接に行い情報の共有化を推進し、効率的

な職務執行の確保に努める。
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⑤　当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

(1)グループとして「存在意義」「経営理念」「行動指針」を共有するとと

もに、グループ全体における各会社の機能・役割を明確化し、グループ

各社の事業を所管する事業部門が必要に応じてグループ各社への指

導・支援を行うものとする。

(2)各事業部門は、それぞれの部門に関するグループ各社のリスクの管理を

行う。また、リスク管理規程に基づくリスク管理委員会を適時開催し、

必要な対策を講ずる。

(3)当社及び子会社の取締役、監査役等で構成するグループ会社経営会議を

適時開催し、子会社の事業計画、予算及び決算などの報告により経営実

態を把握し、子会社の取締役の業務の適正性を管理・評価する体制を整

備する。

(4)グループ会社経営会議においては、意思決定の迅速化及び監督機能の強

化を図るとともに、情報交換･意見交換を密接に行い情報の共有化を推

進し、子会社の取締役の効率的な職務執行の確保に努める。

(5)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保すべく、当社の内部監査室が子会社に対して直接に監査し得

る体制とし、かつ、内部通報窓口を当社及び国内子会社において共通に

適用し、法令遵守体制の構築に努める。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合

は、協議のうえ、必要な人員を配置する。

⑦　前号の使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事

項

(1)当該使用人は、専ら監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行う

こととする。

(2)当該使用人の異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重したうえで行

うものとし、当社及び子会社の取締役からの独立性を確保するものとす

る。
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⑧　当社及び子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者

が監査役に報告するための体制

(1)当社及び子会社の取締役または使用人は、法定の事項に加えて、当社及

び子会社の経営、業績に重大な悪影響を与える事項が発生し、または発

生する虞があるときは、速やかに監査役会へ報告するものとする。

(2)監査役が経営会議その他社内会議に出席し、経営上の重要情報について

適時報告を受けられる体制とするとともに、重要な議事録、稟議書は、

適時監査役に回覧する。

(3)当社の監査役が必要と判断したときは、いつでもグループ各社の取締役

及び使用人等に対して報告を求めることができる。

(4)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由に不利な取扱い

を受けないことを確保する体制とする。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する

事項

当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の処

理については、当該監査役の職務に必要でないことを証明した場合を

除き、監査役の請求に従い円滑に行い得る体制とする。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、会計監査人、内部監査部門、グループ各社の監査役と情報

の共有に努め、連携して当社及びグループ各社への監査の実効性を確

保するものとする。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおり

であります。

①　取締役の職務執行

　当社の取締役会は、社外取締役を１名含む取締役４名で構成され、社外監

査役３名も出席しております。当事業年度においては取締役会を11回開催し、

各議案についての審議、各業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換

がなされており、意思決定及び監督の実効性が確保されております。経営上

の重要な事項については、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・

定款違反行為の未然防止に努めております。

　また、定時取締役会とは別に、部室長を加えた経営会議を毎週開催し、意

思決定の迅速化及び監督機能の強化を図るとともに、情報交換・意見交換を

密接に行い情報の共有化を推進し、効率的な職務執行の確保に努めておりま

す。

②　監査役の職務執行

　当社の監査役会は、社外監査役３名で構成されており、取締役会や経営会

議等重要な会議へ出席し、経営の監視の強化に努めております。当事業年度

においては監査役会を11回開催し、監査役会において定めた監査計画に基づ

いた監査を実施しております。

　また、会計監査人、内部監査部門、グループ各社の監査役と情報の共有を

行い、連携して当社及び当社グループ各社への監査の実効性の向上に努めて

おります。

　なお、社外監査役玉井孝一氏は、2020年12月28日をもって逝去により退任

いたしました。これに伴い、監査役の法定員数３名を欠くこととなりました

ので、会社法の規定に基づき、千葉地方裁判所に一時監査役の職務を行なう

べき者（仮監査役）の選任の申請を行い、2021年１月27日付で同裁判所より

森直美氏が仮監査役として選任され就任しております。

③　コンプライアンス・リスク管理

　従業員に対し、社内研修や会議等を通じてコンプライアンスに関する教育

を実施することで、法令及び定款を遵守するための取り組みを継続的に行っ

ております。また、内部通報の制度についても内部通報制度運用規程に基づ

き、従業員に対する周知を継続的に行っております。

　また、大規模災害等を想定した危機管理共有マニュアルに基づき、対策訓

練の実施、非常用物資の備蓄等、不測の事態に備えております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2021年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 2,243,705 流 動 負 債 1,029,502

現 金 及 び 預 金 1,129,571 支払手形及び買掛金 185,876

受取手形及び売掛金 259,536 前 受 金 278,570

商 品 及 び 製 品 546,893 １年内返済予定の長期借入金 200,000

未 収 入 金 167,011 未 払 法 人 税 等 27,565

そ の 他 142,558 ポ イ ン ト 引 当 金 1,101

貸 倒 引 当 金 △1,866 資 産 除 去 債 務 2,610

固 定 資 産 5,786,698 そ の 他 333,779

有 形 固 定 資 産 4,913,022 固 定 負 債 3,652,735

建 物 及 び 構 築 物 2,200,757 長 期 借 入 金 2,635,000

機械装置及び運搬具 139,994 長期預り敷金保証金 604,609

工具器具及び備品 55,684 長 期 前 受 収 益 19,508

土 地 2,512,186 資 産 除 去 債 務 371,243

建 設 仮 勘 定 4,400 繰 延 税 金 負 債 22,373

無 形 固 定 資 産 31,801 負 債 合 計 4,682,237

投資その他の資産 841,873 （ 純 資 産 の 部 ）

敷 金 及 び 保 証 金 805,594 株 主 資 本 3,349,537

長 期 貸 付 金 3,402 資 本 金 100,000

そ の 他 35,866 資 本 剰 余 金 2,505,877

貸 倒 引 当 金 △2,989 利 益 剰 余 金 743,815

自 己 株 式 △155

その他の包括利益累計額 △1,371

為替換算調整勘定 △1,371

純 資 産 合 計 3,348,165

資 産 合 計 8,030,403 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,030,403
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連 結 損 益 計 算 書

(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,063,933

売 上 原 価 4,717,173

売 上 総 利 益 2,346,760

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,228,511

営 業 利 益 118,249

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,324

受 取 手 数 料 102,132

廃 棄 物 リ サ イ ク ル 収 入 16,723

そ の 他 27,028 147,209

営 業 外 費 用

支 払 利 息 36,876

そ の 他 4,778 41,654

経 常 利 益 223,803

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 11,112

減 損 損 失 10,926 22,039

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 201,764

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 27,580

法 人 税 等 調 整 額 32,141 59,721

当 期 純 利 益 142,042

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 142,042
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連結株主資本等変動計算書

(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 100,000 2,505,877 601,773 △155 3,207,494

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

親会社株主に帰属する当期
純 利 益

142,042 142,042

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 142,042 － 142,042

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 100,000 2,505,877 743,815 △155 3,349,537

その他の包括利益累計額
純 資 産 合 計

為替換算調整勘定
その他の包括利益累
計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 △417 △417 3,207,077

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

親会社株主に帰属する当期
純 利 益

142,042

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

△954 △954 △954

連結会計年度中の変動額合計 △954 △954 141,087

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 △1,371 △1,371 3,348,165
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貸　借　対　照　表

（2021年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 2,231,884 流 動 負 債 1,022,964

現 金 及 び 預 金 1,107,480 買 掛 金 185,175

売 掛 金 254,554 １年内返済予定の長期借入金 200,000

商 品 及 び 製 品 547,039 未 払 金 102,967

前 払 費 用 70,279 未 払 費 用 127,178

未 収 入 金 167,011 未 払 法 人 税 等 27,496

そ の 他 87,384 前 受 金 272,806

貸 倒 引 当 金 △1,866 預 り 金 18,535

固 定 資 産 5,785,274 前 受 収 益 78,254

有 形 固 定 資 産 4,911,598 ポ イ ン ト 引 当 金 1,101

建 物 2,116,874 資 産 除 去 債 務 2,610

構 築 物 83,883 そ の 他 6,839

機 械 及 び 装 置 123,955 固 定 負 債 3,652,735

車 両 運 搬 具 14,704 長 期 借 入 金 2,635,000

工具器具及び備品 55,594 長期預り敷金保証金 604,609

土 地 2,512,186 長 期 前 受 収 益 19,508

建 設 仮 勘 定 4,400 資 産 除 去 債 務 371,243

無 形 固 定 資 産 31,801 繰 延 税 金 負 債 22,373

ソ フ ト ウ ェ ア 26,688 負 債 合 計 4,675,700

そ の 他 5,113 （ 純 資 産 の 部 ）

投資その他の資産 841,873 株 主 資 本 3,341,458

長 期 貸 付 金 3,402 資 本 金 100,000

長 期 前 払 費 用 1,723 資 本 剰 余 金 2,505,877

敷 金 及 び 保 証 金 805,594 資 本 準 備 金 1,611,819

そ の 他 34,142 その他資本剰余金 894,058

貸 倒 引 当 金 △2,989 利 益 剰 余 金 735,736

繰 越 利 益 剰 余 金 735,736

自 己 株 式 △155

純 資 産 合 計 3,341,458

資 産 合 計 8,017,158 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,017,158
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損　益　計　算　書

(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,063,325

売 上 原 価 4,719,685

売 上 総 利 益 2,343,639

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,224,266

営 業 利 益 119,373

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,324

受 取 手 数 料 102,132

廃 棄 物 リ サ イ ク ル 収 入 16,723

そ の 他 26,480 146,660

営 業 外 費 用

支 払 利 息 36,876

そ の 他 4,778 41,654

経 常 利 益 224,379

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 11,112

減 損 損 失 10,926 22,039

税 引 前 当 期 純 利 益 202,339

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 27,497

法 人 税 等 調 整 額 32,141 59,639

当 期 純 利 益 142,700
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株主資本等変動計算書

(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

純資産
合  計資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合    計資 本

準 備 金

そ の 他
資 本 剰
余 金

資本剰余
金 合 計

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 100,000 1,611,819 894,058 2,505,877 593,036 593,036 △155 3,198,757 3,198,757

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 142,700 142,700 142,700 142,700

当期変動額合計 － － － － 142,700 142,700 － 142,700 142,700

当 期 末 残 高 100,000 1,611,819 894,058 2,505,877 735,736 735,736 △155 3,341,458 3,341,458
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月21日

株 式 会 社 　 オ ー ト ウ ェ ー ブ

取締役会　御中

仰　星　監　査　法　人
　　東　京　事　務　所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 原 　　伸 夫 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 宮 島　　 章 

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社オートウェーブの2020年４
月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社オートウェーブ及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月21日

株 式 会 社 　 オ ー ト ウ ェ ー ブ

取締役会　御中

仰　星　監　査　法　人
　　東　京　事　務　所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 原 　　伸 夫 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 宮 島　　 章 

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オートウェーブの
2020年４月１日から2021年３月31日までの第32期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計
算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第32期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収
集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社
については、事業の報告を受け、財務諸表及びその関連書類を確認しました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適
正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大
な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行
についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月21日

株式会社オートウェーブ　監査役会

常 勤 監 査 役 （社外監査役）星　野　喜　郎 ㊞

監 　 査 　 役 （社外監査役）山　﨑　眞樹生 ㊞

仮 監 査 役 （社外監査役）森　　　直　美 ㊞

（注）社外監査役玉井孝一氏は、2020年12月28日をもって逝去により退任いたしました。これ

に伴い、監査役の法定員数３名を欠くこととなりましたので、会社法の規定に基づき、千

葉地方裁判所に一時監査役の職務を行なうべき者（仮監査役）の選任の申請を行い、2021

年１月27日付で同裁判所より森直美氏が仮監査役として選任され就任しております。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　　剰余金処分の件

　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の 重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基

本としながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

株主の皆様には長らく無配の結果となり、大変ご迷惑をおかけいたしました。

　なお、当社は2020年９月10日をもちまして、創業30周年を迎えることができました。これも

ひとえに、株主の皆様をはじめとする関係各位の多大なるご支援の賜物と心より感謝申し上げ

ます。つきましては、株主の皆様のこれまでのご支援に感謝の意を表すため、創業30周年記念

配当を加味させていただきたいと存じます。

　第32期の期末配当及び剰余金の処分につきましては、普通配当を１株当たり１円、創業30周

年記念配当を１株当たり１円にて実施し、合わせて１株につき２円とさせていただきたいと存

じます。

（1）配当財産の種類

金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金２円とさせていただきたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は28,901,578円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2021年６月28日とさせていただきたいと存じます。
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第２号議案　　定款一部変更の件

１．提案の理由

　今後の事業内容の拡大および多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきま

して事業目的を追加するものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は、次のとおりです。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

（目的） （目的）

第２条　当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。

第２条　（現行どおり）

１．～47．　（条文省略） １．～47．　（現行どおり）

（新　　設） 48．警備業

48．前各号に付帯する一切の事業 49．前各号に付帯する一切の事業

－ 31 －
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第３号議案　　取締役４名選任の件

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締

役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

１
ひろ

廣
おか

岡
だい

大
すけ

介
(1969年７月26日生)

1996年12月　当社取締役

2001年９月　当社取締役退任

2003年11月　当社海外事業本部長

2010年６月　当社代表取締役社長(現任)

2,156,700株

２
ひろ

廣
おか

岡
かつ

勝
ゆき

征
(1943年７月11日生)

2002年１月　当社入社開発室長

2002年６月　当社取締役

2008年６月　当社取締役退任

2013年６月　当社常務取締役管理本部長兼不動産

事業本部長

2014年６月　当社常務取締役

2015年６月　当社取締役

2016年３月　当社取締役総務・人事部部長兼不動

産部部長（現任）

35,400株

３
みや

宮
うち

内
かず

和
や

也
(1975年２月28日生)

1997年４月　当社入社

2000年３月　オイルボーイ山王町店店長

2000年７月　オイルボーイ富里インター店店長

2006年４月　オートウェーブ柏沼南店店長

2015年４月　第２営業部長

2016年３月　事業運営部部長兼店舗運営部部長

2016年６月　当社取締役事業運営部部長兼店舗運

営部部長（現任）

14,800株

４
こう

河
の

野
 

　
けん

研
(1971年10月９日生)

1996年10月　公認会計士二次試験合格

1998年９月　朝日監査法人（現有限責任あずさ監

査法人）入所

2002年８月　武田薬品工業㈱入社

2004年７月　東京北斗監査法人（現仰星監査法

人）入所

2006年12月　河野公認会計士事務所開業　所長

（現任）

2012年６月　㈱ツバキ・ナカシマ　社外取締役 

（現任）

2013年11月　㈱河野会計事務所設立　代表取締役

（現任）

2019年６月　当社社外取締役（現任）

2020年６月　ＮＫメディコ㈱（現㈱プリメディ

カ）　社外取締役（現任）

－株

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．河野研氏は、社外取締役候補者であります。
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３．河野研氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、公認会計士・

税理士として豊富な業務経験と専門的知識を有しており、当社に対して公正かつ客観

的な経営の監督、助言等をいただくことを期待したためであります。

４．河野研氏は、現に当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、

本総会終結の時をもって２年となります。

５．当社は、河野研氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま

す。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であ

ります。

６．当社は河野研氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき当社定款第28条第２

項に定めた任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同

氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。当

該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める額としております。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しており、当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為に

起因して法律上の賠償責任を負担した場合に被保険者が被る損害を当該保険契約に

よって補填することとしております。また、当該保険契約は次回更新時においても同

内容での更新を予定しております。
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第４号議案　　監査役１名選任の件

　2020年12月28日に社外監査役玉井孝一氏が逝去され、監査役に欠員が生じたため、2021年１

月27日に千葉地方裁判所において、仮監査役として森直美氏が選任され就任いたしました。仮

監査役の任期は、本総会で後任監査役が選任されるまでとなっております。つきましては、あ

らためて監査役として森直美氏の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

もり

森
　

　
なお

直
み

美
(1975年７月30日生)

1999年４月　㈱明電舎入社

2008年11月　旧司法試験合格

2009年４月　司法研修所入所

2010年８月　弁護士登録(東京弁護士会所属)

2010年８月　弁護士法人パートナーズ法律事務所

入所

2015年５月　福間智人法律事務所入所

2015年９月　北の丸法律事務所入所

2019年12月　桜橘法律事務所入所

2021年１月　当社仮監査役（現任）

－株

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．森直美氏は、社外監査役候補者であります。

３．森直美氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な

経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監

査体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いする

ものであります。

４．森直美氏は、現に当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、

本総会終結の時をもって５か月となります。

５．当社は森直美氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき当社定款第37条第２

項に定めた任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同

氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。当

該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める額としております。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しており、当社監査役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為に

起因して法律上の賠償責任を負担した場合に被保険者が被る損害を当該保険契約に

よって補填することとしております。また、当該保険契約は次回更新時においても同

内容での更新を予定しております。

以　上
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第32回定時株主総会会場ご案内図

会場　千葉市中央区中央１丁目11番１号

三井ガーデンホテル千葉　４階　天平

電話　043-224-1131
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